
 

墨田区民住宅条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

付 則 

この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。 

改  正  案 現     行 
  
 （住宅割当て） 

第８条 区長は、必要があると認める場合は、

次に掲げる者のうち規則で定めるものに対 

して、区長が別に定めるところにより算出 

した住宅の戸数を割り当てることができる。

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 ⑷ 身体障害者等の支援を図る必要がある 

  と認められる者 

２ 〔略〕  

 （使用者の保管義務） 

第２３条 〔略〕 

２ 使用者の責めに帰すべき事由により、区 

民住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損し 

た場合は、使用者は、自己の負担において 

これを原状に復し、又はこれに要する費用 

を賠償しなければならない。 

３ 〔略〕  

 （区民住宅の明渡請求） 

第２９条 区長は、使用者又は入居者が次の 

各号のいずれかに該当する場合は、当該使 

用者又は入居者に対して、使用の許可を取 

り消し、又は区民住宅の明渡しを請求する 

ことができる。  

⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 区民住宅又は共同施設を故意に毀損し 

たとき。 

 ⑷～⑺ 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

別表  
種類 名称 位置 型式 戸数 備考 

〔略〕 

シティハイム

墨田 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 

駐車場 

８台 

 

特定公共 

賃貸住宅 

 〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

特定優良 

賃貸住宅 

〔略〕 

 〔同左〕 

第８条 〔同左〕 

 

 

 

⑴～⑶ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２３条 〔略〕 

２ 使用者の責めに帰すべき事由により、区 

民住宅又は共同施設を滅失し、又はき損し 

た場合は、使用者は、自己の負担において 

これを原状に復し、又はこれに要する費用 

を賠償しなければならない。 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２９条 〔同左〕 

 

 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 区民住宅又は共同施設を故意にき損し 

たとき。 

 ⑷～⑺ 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

別表  
種類 名称 位置 型式 戸数 備考 

〔略〕 

シティハイム

墨田 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 

駐車場 

１０台 

 

特定公共 

賃貸住宅 

 〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

特定優良 

賃貸住宅 

〔略〕 

  



  

 

 


